
 
 
 
 
 
 

千葉県最低賃金（改定のお知らせ） 
千葉県内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト

等を含む。）に適用される千葉県最低賃金が＋６４円となり、１，１４０円に改定されます。 
 

時間額：１，１４０円（令和７年１０月３日から） 
 ※１０月２日までは時間額１，０７６円 

 
最低賃金の計算には、(1)精皆勤手当、(2)通勤手当、(3)家族手当、(4)賞与等、(5)時間外・休日・深夜手当

は含まれません。また、特定の産業（「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業」、「自動車小売業」）で働く労働者には千葉県の特定（産業別）最低賃金が適用されます。 
なお、厚生労働省・経済産業省・中小企業庁では、最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む事業者の

支援・後押しを強化しています。「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」などのご活用をご検討くだ

さい。また、各種助成金に関するご相談もお気軽に商工会へお問い合わせください。 

業務改善助成金 

 

キャリアアップ助成金 

 

南房総市内房商工会 
〒299-2403 

南房総市富浦町原岡 918 
TEL：0470-33-2257 FAX：0470-33-4268 
MAIL：uchibo@star.ocn.ne.jp 
URL：https://uchibo.sakura.ne.jp/ → 



 

中小企業診断士による相談窓口の開設日 
物価高騰やインボイスといった事業環境の変化によってお困りの事業者の皆様に、 

専門家（中小企業診断士等）が補助金の活用や売上回復に向けた相談支援を行います。 
 
 
 
 

 
◇開設日 

 

 

 

  

◇相談員 

・野本 俊一 中小企業診断士 →HP→ 

・西川 靖志 中小企業診断士 

・竹内 敦 中小企業診断士 

・庄司 桃子 中小企業診断士 →HP→ 

 

◇予約方法：お電話（TEL：0470-33-2257） 

◇開設時間：１０：００～１６：００ 

※変更等の最新情報はホームページにて更新い

たします。 
 

公募中の主な補助金 
詳細についてはお問合せいただくか、上記相談窓口をご活用できます。計画書作成に少なくとも２～３

ヶ月、申請後の審査に約３ヶ月かかるため、相談には余裕を持ってお越しください。 

名称(略称) 次の締切 備  考 

ものづくり 
補助金 

10 月 24 日(金) 
（21 次締切） 

革新的な商品やサービス開発。 
補助率 2/3（小規模事業者）、補助上限 750 万円～※ 

IT 導入補助金 
10 月 31 日(金) 

（6 次締切） 
業務のデジタル化。インボイス枠ではパソコンなどハードウ

ェアの購入も対象となる。 

持続化補助金 
11 月 28 日(金) 
（第 18 回公募） 

一般型は補助率 2/3、補助上限 50 万円。上限引上げ措置あり。

創業型は上限 200 万円。 

省力化投資 
補助金 

カタログ型：随時 
カタログ型…補助率 1/2、補助上限 200 万円～※ 
一般型…補助率 2/3（小規模事業者）、補助上限 750 万円～※ 

一般型：11 月末 
（第 4 回公募） 

新事業進出 
補助金 

12 月 19 日(金) 
（第 2 回公募） 

新事業・新業種へ進出する際の設備投資等。建物費が対象にな

る数少ない補助金。 
補助率 1/2、補助下限 750 万円、補助上限 2,500 万円～※ 

県 中小企業 
成長促進補助金 

12 月 19 日(金) 
（第 2 弾） 

計画により労働生産性や付加価値額の増加要件あり。 
補助率 1/2、補助下限 500 万円、補助上限 3,000 万円 

※補助上限に幅があるもの（金額後に「～」を記載）は、従業員数によって変動する最小値を記載。  

 


